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放射性同位元素の使用等に伴い発生する RI 汚染物のクリアランスに係る焼却処理の評価経路の選定について（案） （１／５） 

平成 21 年 10 月 2 日 放射線規制室 

（平成 12年 6 月 16 日 原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会『｢核燃料使用施設、ＲＩ法対象施設等におけるクリアランスレベルについて｣添付資料』を参照） 

評価対象 移行経路 被汚染物 線量評価対象者 
被汚染物の 

利用形態 
被ばく形態 

経路

NO.

評価の必要 

性の有無 
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粉塵が飛散しないよう措置したうえで輸送さ

れるため、経路 2に包含される。 

線源となる車両との距離が遠く、線源に近づ

く時間も短いので、経路 4に包含される。 

粉塵が飛散しないよう措置したうえで輸送さ

れるため、経路 2に包含される。 

 

 

  

 

 

焼却炉は自動運転されており、直接線源に近

づく補修作業者の経路 10,11,に包含される。

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 資料第１１－２号 添付資料２  
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 （資料第１０－２号 添付資料４ の修正版） 
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放射性同位元素の使用等に伴い発生する RI 汚染物のクリアランスに係る焼却処理の評価経路の選定について（案） （２／５） 

評価対象 移行経路 被汚染物 線量評価対象者 
被汚染物の 

利用形態 
被ばく形態 

経路

NO.

評価の必要 

性の有無 

今回

選定 
備  考 
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粉塵が飛散しないよう措置したうえで輸送さ

れるため、経路 19 に包含される。 

 

 

 

線源となる車両との距離が遠く、線源に近づ

く時間も短いので、経路 21 に包含される。 

粉塵が飛散しないよう措置したうえで輸送さ

れるため、経路 19 に包含される。 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 経路 18から 24と同等の評価となることから、

経路 18 から 24 に包含される。 
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放射性同位元素の使用等に伴い発生する RI 汚染物のクリアランスに係る焼却処理の評価経路の選定について（案） （３／５） 

評価対象 移行経路 被汚染物 線量評価対象者 
被汚染物の 

利用形態 
被ばく形態 

経路

NO.

評価の必要 

性の有無 

今回

選定 
備  考 

（前ページから） 
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溶融炉は自動運転されており、直接線源に近

づく補修作業者の経路 37,38 に包含される。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 溶融固化体のため粉体状と比べて粉塵濃度が

低く、経路 19,20 に包含される。 

 

 

粉塵が飛散しないよう措置したうえで輸送さ

れるため、経路 46 に包含される。 

線源となる車両との距離が遠く、線源に近づ

く時間も短いので、経路 48 に包含される。 

粉塵が飛散しないよう措置したうえで輸送さ

れるため、経路 46 に包含される。 
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放射性同位元素の使用等に伴い発生する RI 汚染物のクリアランスに係る焼却処理の評価経路の選定について（案） （４／５） 

評価対象 移行経路 被汚染物 線量評価対象者 
被汚染物の 

利用形態 
被ばく形態 

経路
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性の有無 
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選定 
備  考 
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焼却灰を直接埋め立てる場合と比べて放射能

量が増えることはないので、経路 25 に包含さ

れる。 

 

飛散しにくい性状のため、経路 26,27 に包含

される。 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

焼却処理の総放射能量に比べ埋設処分の総

放射能量が多いため、埋設処分の評価結果に

包含される。（なお、焼却灰は管理型処分場

に埋め立てられる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

焼却処理の総放射能量に比べ埋設処分の総

放射能量が多いため、埋設処分の評価結果に

包含される。 
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放射性同位元素の使用等に伴い発生する RI 汚染物のクリアランスに係る焼却処理の評価経路の選定について（案） （５／５） 

評価対象 移行経路 被汚染物 線量評価対象者 
被汚染物の 

利用形態 
被ばく形態 

経路
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今回

選定 
備  考 
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焼却処理の総放射能量に比べ埋設処分の総放

射能量が多いため、埋設処分の評価結果に包

含される。  

 

 

 

  

 

 
駐車場では就業中常駐する管理人が評価対象
となるのに対して、路盤材等では滞在時間が
短い一般の通行者が評価対象となることか
ら、経路 71 に包含される。 
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